
令和７年度 

学校いじめ防止基本方針 

  大阪市立塚本小学校 

 

１．いじめ防止策 

主題   自分の考えや思いをことばで伝えることができる 

～校内の暴力的事象の全廃をめざして～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「生きる力」をはぐくむ教育 

 ・ 「確かな学力」 

「豊かな人間性」 

「健やかな体」  

         ↓ 

特別活動の目標 

望ましい集団活動を通して、心身の調

和のとれた発達と個性の伸長を図り、集

団の一員としてよりよい生活や望まし

い人間関係を築こうとする自主的、実践

的な態度を育てるとともに、自己の生き

方についての考えを深め、自己を生かす

能力を養う。 

 

 

 

 

 

 

 

今日的課題から

ら 

人権教育の目標 

 

 

○ 児童一人一人の良さや可能性をの

ばし、豊かな人間性を育む 

       ↓ 

 望ましい集団活動を行うことで、一人

一人の児童が互いの良さや可能性を認

め、生かし、伸ばし合うことができるよ

うにし、自己の生き方を考えたり、自己

を生かしたりできる豊かな人間性を育

てていく。そのために必要となってくる

ものが、自分の考えや思いを自分のこと

ばで話すことであり、すべての集団活動

の基礎となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の学校経営の重点から 

 

 

○ 主体的な学習態度 

・ 指導者の支援により、提示された

課題には前向きに取り組む。 

・ 昨年度までの取り組みにより、主

体的に課題を解決していこうとする

態度は育ちつつあるが、十分ではな

い。 

○ より良い人間関係づくり 

 ・ たてわり班活動などの活動を通し

て、学校全体で仲間とつながり、幅広

い人間関係を築くことや豊かな情操

が育ってきている。しかし、相手の立

場を考えて行動したり、自分の考えを

ことばでしっかりと伝えたりするこ

とができず、トラブルになることも多

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童の実態から 
 

 

○ 積極的な関わり 

 ・ 地域にはお年寄りが多く、子ども

たちを温かく見守り、支援してくだ

さることで、やさしい心を持つ子ど

もが育つ反面、周りの大人への依頼

心が強くなり、自己中心的な考え方

の子どもになってしまうこともあ

る。 

 ・ ＰＴＡ活動や地域の行事も盛んで

ある。しかし、そういった地域の保

護者の方々のがんばりを子どもた

ちが、当たり前のように感じてお

り、感謝の気持ちをもてなかった

り、行事に全く参加せず、地域との

つながりを実感することができな

かったりする子どももいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校を取りまく地域の実態 



（１） 社会の要請 

 ２１世紀になり社会が大きく変化した結果、様々な情報や多種多様な価値観が存在するよ

うになった。こうした世の中を生きる子どもたちにとって、自分に必要な価値を正しく選択

する力を身につけることが急務となってきている。子どもたちの考えや思い・願いを表現し、

自分の言葉で伝え、話し合う過程を通して、みんなで活動することの大切さやすばらしさを

味わう中で望ましい人間関係を構築していく。その望ましい集団活動の中から子ども一人一

人が互いに考えや思いを共有し、正しい価値観を学ぶとともに望ましい価値観を身につける

必要があると考える。 

 小学校学習指導要領の特別活動の目標にも、「望ましい集団活動を通して、心身の調和の

取れた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする

自主的・実践的な態度を育てるとともに自己の生き方についての考えを深め自己を生かす能

力を養う」と示されている。この場合の「望ましい集団活動とは、児童会活動や学校行事の

ように学年や学級の枠を超えて組織される異年齢集団、あるいは学級活動のように主として

学級集団を単位とするものの中で、その成員である子どもが協力して、活動の目標を決めて

計画を立てたり、自分に与えられた役割や責任を遂行できたりする主体的な活動をさす。「望

ましい集団活動」を充実させるためには、活動の目的を全員が理解し、達成のために全員が

工夫し協力して実践するとともに、一人一人が役割を分担し責任を果たす必要がある。さら

にそういった集団活動を通して、達成感や所属感を味わうこと、自分の存在感を再認識する

ことが大切である。そのことが子どもにとって、さらによりよい集団にしていこうという意

欲にもつながるものと考える。このような実践を積み重ねることで、真に「主体的に生きる

力」の基礎になると考える。 

（２） 児童の実態 

本校の子どもたちは明るく素直で、ものごとに前向きに取り組む。長年に渡りペア学級で

の取り組みを進めてきているので、高学年はすすんで低学年の子どもの世話をするという態

度が身についてきている。また、異年齢集団のたてわり班活動を経験することで、高学年の

子どもには、集団をまとめようとするリーダーシップ、低学年の子どもには、高学年の子ど

もの良さを見習い、集団に積極的に関わろうとするフォロワーシップの基礎を培うことがで

きている。また、学級活動や児童会活動の１年間の研究によって、話し合い活動の方法を理

解・経験し、自分たちの思いを形にでき、達成感を得ることができた。そこから、自分たち

で学級をよくしていこうとする意識が生まれ、自主的・実践的な態度も育ちつつある。 

しかし、子どもたちが、学級活動や児童会活動の話し合いに積極的に参加できなかったり、

意見の交流が難しかったり、意見を深めることができなかったりすることもある。また、話

合い活動で基本となる、自分の考えや思いをことばで伝えることが日常生活で実践できずに、

トラブルを起こしてしまう子どももいる。 

(３) 特別活動による学校への効果 

① いじめの未然防止 

    特別活動のめざす、よりよい人間関係を築く力と問題解決力が育っていけば、集団に親

和的な雰囲気が生まれ、特定の子を継続して苦しめるような行為は発生しにくくなる。ま

た、友だち同士のトラブルに対して、当事者、あるいは周囲の友だちも巻き込んで、自分

たちで進んで解決しようとする動きがおこりやすくなる。そのことが結果としていじめの

未然防止につながっていく。 

  ② 学力の向上 

    学校生活上の諸問題を、話し合って解決していく中で、よりよい人間関係が築かれてい

く。そのために、間違いや失敗を恐れず安心して学習に取り組めるようになる。そうした

安心感は、自分の思いや考えをことばできちんと伝えることにつながり、友だち同士で互

いに学び合っていくような学級の雰囲気を醸成する。学級の雰囲気がよいからこそ、学習

効果も高く、学力向上につながる。 

  ③ 自己有用感をはぐくむ 

    特別活動を進めるなかで、子どもたちは、自分たちで役割を分担し合ったり、任された

仕事の責任を果たしたりすることを経験し、その活動過程で達成感や充実感を味わったり、



仲間と互いのよさを認め合ったり、自分の成長に気づいたりする。そこで、「自分自身の持

ち味やよいところ」「仲間から必要とされていること」「自分も役にたっていること」のよ

うな自己有用感をはぐくむことができる。 

２．いじめの早期発見 

アンケートをとったり、児童の声や表情、状況を把握したりし、早期発見に努める。また、

週１回の学年打ち合わせや月１回の職員会議、研修会などで、生活指導連絡会をもち、気に

なる児童の様子や最近の児童の行動について報告し、全教職員で共通理解を図る。特に気に

なる児童を発見した場合、すぐに報告・連絡・相談し、職員連絡会を開催、速やかに全教職

員の共通理解のもと、実態把握に努め、解決法を考える。 

 

３．いじめへの対応 

いじめの事実が発見された場合、担任および学年は、関係児童から話を聞き、具体的な実

体の把握に努める。同時に速やかに特別生活指導委員会を開催し、実態把握と対応を協議す

る。 

 具体的な対応の流れは、次のとおりである。 

 いじめ発見・・・担任・教職員・周囲の判断によりいじめと認識 

    ↓   

 報告・・・いじめ発見直後、必ず管理職と生活指導部長に報告 

    ↓ 

 管理職の判断・・・実態把握・今後の対応 

    ↓ 

特別生活指導委員会の招集 

    ↓ 

委員会開催・・・今後の対応  

      ↓ 

  決定内容の報告・・・全教職員で取り組む 

      ↓ 

経過観察後、委員会再招集・・・今後の対応について 

             解決の判断は学校長が決定 

 

〇5月連休明けの月曜日を「いじめについて考える日」として取り組む 

 校長講話、アンケート、保護者への啓発プリント等 

４．推進対策委員会の組織 
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特別生活指導委員会 

担任＋同学年＋各学年主任＋教務主任＋生活指導部長＋管理職 

※ 必要に応じ、旧担任や関係者を招集する。 

※ 地域関係諸機関との連携を図る。 


